
平
成
二
十
三
年
人
事
院
規
則
一
〇―

一
三

人
事
院
規
則
一
〇―

一
三
（
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
等
の
た
め
の
業
務
等
に
係
る
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
基
づ
き
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
放
射
性
物
質
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
土
壌
等
の
除
染
等
の
た
め
の
業
務
等
に
係
る
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
し

次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
規
則
一
〇―

四
（
職
員
の
保
健
及
び
安
全
保
持
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
基
本
原
則
）

第
二
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
そ
の
他
の
職
員
が
放
射
線
（
規
則
一
〇―

五
（
職
員
の
放
射
線
障
害
の
防
止
）
第
三
条
第
一
項
の
放
射
線
を
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
を
で
き

る
だ
け
少
な
く
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
定
義
）

第
二
条
の
二
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
　
除
染
特
別
地
域
等
　
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
除
染
特
別
地
域
又
は
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
を
い
う
。

二
　
除
染
等
関
連
業
務
　
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
い
て
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
当
該
原
子
力
発
電
所
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
（
規
則
一

〇―

五
第
三
条
第
二
項
の
放
射
性
物
質
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
「
事
故
由
来
放
射
性
物
質
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
汚
染
さ
れ
た
物
を
取
り
扱
う
業
務
で
人
事
院
の
定
め
る
も
の
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
業
務
で
当
該
人
事
院
の
定
め

る
業
務
に
係
る
作
業
場
所
に
立
ち
入
っ
て
行
う
も
の
を
い
う
。

三
　
特
定
線
量
下
業
務
　
除
染
特
別
地
域
等
内
に
お
け
る
人
事
院
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
求
め
る
平
均
空
間
線
量
率
が
事
故
由
来
放
射
性
物
質
に
よ
り
二
・
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
場
所
に
お
い
て
行
う
業
務
（
前

号
の
業
務
を
除
く
。
）
を
い
う
。

（
職
員
の
被
ば
く
限
度
及
び
線
量
の
測
定
等
）

第
三
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
受
け
る
線
量
が
、
人
事
院
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
に
よ
り
受
け
る
線
量
の
測
定
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
線
量
の
測
定
の
結
果
等
に
つ
い
て
、
規
則
一
〇―

五
第
二
十
四
条
（
第
一
項
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
記
録
を
作
成
し
、
及
び
当
該
職
員
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
特
定
線
量
下
業
務
に
職
員
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
被
ば
く
歴
の
有
無
（
被
ば
く
歴
を
有
す
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
業
務
の
場
所
、
内
容
及
び
期
間
そ
の
他
放
射
線
に
よ
る
被
ば
く
に
関
す
る
事
項
）
の
調
査

を
行
い
、
こ
れ
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
）

第
四
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
を
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
人
事
院
の
定
め
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
育
の
実
施
）

第
五
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
職
員
を
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
教
育
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
）

第
六
条
　
除
染
等
関
連
業
務
（
人
事
院
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
従
事
す
る
職
員
に
係
る
規
則
一
〇―

四
別
表
第
三
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
規
則
一
〇―

四
第
十
九
条
第
一
項
の
健
康

診
断
及
び
規
則
一
〇―

四
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
の
特
別
定
期
健
康
診
断
の
検
査
の
項
目
及
び
実
施
時
期
に
つ
い
て
は
、
規
則
一
〇―

五
第
二
十
六
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

（
除
染
等
関
連
業
務
等
管
理
規
程
）

第
七
条
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
を
行
う
官
署

ご
と
に
除
染
等
関
連
業
務
等
管
理
規
程
を
作
成
し
、
職
員
に
周
知
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
係
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
官
職
の
名
称
及
び
当
該
官
職
の
当
該
放
射
線
障
害
の
防
止
に
係
る
職
務
内
容

二
　
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
係
る
測
定
用
の
器
具
等
の
使
用
、
取
扱
い
及
び
保
守
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
範
囲
に
関
す
る
こ
と
。

四
　
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
そ
の
他
の
職
員
の
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
そ
の
他
の
職
員
に
対
す
る
教
育
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
除
染
等
関
連
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
健
康
診
断
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
職
員
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
職
員
に
対
す
る
保
健
上
必
要
な
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
受
け
る
線
量
の
測
定
並
び
に
そ
の
記
録
及
び
そ
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
緊
急
時
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
し
必
要
な
事
項

２
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
除
染
等
関
連
業
務
等
管
理
規
程
を
作
成
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
人
事
院
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1



（
調
整
）

第
八
条
　
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
、
業
務
（
除
染
等
関
連
業
務
及
び
特
定
線
量
下
業
務
を
除
く
。
）
上
規
則
一
〇―

五
第
三
条
第
三
項
の
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
職
員
又
は
立
ち
入
る
職
員
で

あ
っ
た
も
の
が
こ
れ
ら
の
職
員
と
し
て
当
該
業
務
へ
の
従
事
の
際
に
受
け
る
又
は
受
け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
除
染
等
関
連
業
務
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
際
に
受
け
る
線
量
と
み
な
す
。

２
　
除
染
等
関
連
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
又
は
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
っ
た
も
の
が
こ
れ
ら
の
職
員
と
し
て
当
該
特
定
線
量
下
業
務
へ
の
従
事
の
際
に
受
け
る
又
は
受

け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
除
染
等
関
連
業
務
に
従
事
す
る
際
に
受
け
る
線
量
と
み
な
す
。

３
　
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
、
除
染
等
関
連
業
務
に
従
事
す
る
職
員
又
は
除
染
等
関
連
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
っ
た
も
の
が
こ
れ
ら
の
職
員
と
し
て
当
該
除
染
等
関
連
業
務
へ
の
従
事
の
際
に
受
け
る
又
は
受

け
た
線
量
に
つ
い
て
は
、
特
定
線
量
下
業
務
に
従
事
す
る
際
に
受
け
る
線
量
と
み
な
す
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
六
月
二
九
日
人
事
院
規
則
一
〇―

一
三―

一
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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